
27  

第2章   

科学哲学（D pvs患者の生と死  

金森修  kanamori＠educhan．p．u－tOkyo．ac．わ  

東京大学教育学部教授  

プロフィール  

1986年、東京大学人文科学研究科、博士課程満期退学。1987年筑波大学講師。1997年東京水  

産大学助教授。2001年東京大学教育学部助教授。2002年東京大学教育学部教授。  
主要著書：『フランス科学認識論の系譜』（勤草書房）、『サイエンス・ウォーズ』（東京大学出版会）、  

『負の生命論』（勤葦書房）、『自然主義の臨界』（勤葦書房）、『科学的思考の考古学』（人文書院）  

はじめに／講義の問題意識とポイント   

タイトルは「科学哲学」となっているが、これから3回にわたって話す内  

容は「科学哲学」そのものというより、むしろ私自身が最近強い関心を抱き、  

今後研究を進めていきたいと思っているテーマであり、どちらかと言えばバ  

イオエシックス（生命倫理）に近い要素を含む。   

そもそも、バイオエシックスという言葉ができたのは1970年前後であり、  

まだ30年程度の歴史しかない。もちろんそれ以前から、こうした学問領域が  

成立せざるをえない歴史的背景はあった。きわめて大雑把な言い方をすれば、  

いろいろな意味での人体実験が世界中で行なわれてきたことが明らかになり、  

それが大きな契機の1つとなった。その後、人体実験制御に関するテーマと、  

死に関するテーマの2つが大きな位置を占めるようになった。   

第1回目の今回は、死に関するテーマ、なかでも1970年代から80年代に  

かけてアメリカで大きな話題になった事件を紹介しながら話をしていきたい。  

第2回、第3回は、ヒトゲノム計画と関わりの深い染色体補助医療や遺伝子  

操作などの問題についてふれていきたい。   

kawanoak
長方形
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1. PVSの定義

P V S (persistent vegetative state)とは、ジャネット(B. Jennett)やプ

ラム(F.P1師)の定義によれば、いわゆる日本き吾で言う「植物人間」「植物状態」

のことである。この言葉が医学雑誌Lancetに初めて使われた 1972年には、

まだこの症例には確定した名前がつけられていなかった。

この症例については、歴史的にいくつかの記述がある。たとえぱ、19世紀

の有名な脳科学者口ーゼンブラット(Rosenblath)は、 1899年に、当時15 歳

の曲芸師が綱から落ちて昏睡状態になったが、奇妙な覚醒状態(tobec0鵬

St玲n即b awake)を保ったまま、経管栄養でその後8力月間生存したと記述

している。

またクレッチマー(Kretschmer)は、 1940年に「失外套症候群(theapaⅡic

町"dNmo)」という言葉を作り、大脳皮質部分の機能が損傷し脳幹だけが生き

ている症状を説明した。この言葉はヨーロッパでしぱらく流通するが、定着

はしなかったようだ。この症状に関しては、それ以外にも、 pr010ngedcoma,

Post-traumaticunawarenesS などの用言吾があるが、ここではPVS という用

語で統一する。

なおアメリカでは、 PVSは、以下のように定義されている(American

Neur010宮ical Association c0脚ittee on Ethical Affairs,1993 より)。

①意識、周囲に対する認識がない。反射的に眼を開くことは可能

②コミュニケーションなし

③意味のある言葉なし

④微笑んだり、顔をしかめたりする動作は起こりうるが、それは周囲の状

況とは関係ない

⑤覚醒・睡眠りズムはある

⑥吸うこと、皎むこと、飲み込むことなどは残る場合がある

⑦たとえそれが基本的なものであれ、随意的な運動の存在はPVSとは合

致しない

⑧血圧調整、心拍、叩及機能は保たれるが、大小便失禁がある



つまり簡単に言えぱ、脳死とは異なり、大脳皮質は死んでも視床下部や脳

幹は生きている状態である。よく似た症状として「閉じ込め症候群」と呼ば

れるように、脳の一部に損傷をこうむることにより、意識の清明さは残って

も身体はまったく動かず、眼球運動の随意性だけが残る場合もある。これら

は、専門家同士の間でさえ診断が難しい場合があると言われる。たとえぱ、

皮質部分が死んでいるかどうかについても診断が分かれるようだ。
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2 カレン・クィンラン症例

2.1

では、具体的に世界中で大きな議論をまきおこしたケースとして、カレン・

クィンラン症例を紹介しよう。

カレン・クィンラン(Karen Ann Quinlan)は、 1954年3月29日生まれで、

生後3週間で養子に出されている。養親はカトリック系の敬虔な信者であっ

た。カレンはアメリカ女性の平均から見れぱ^1柄であったが、お転婆で活発

な少女H寺f弌を過ごし、高校卒業後さまざまな職業についていた。

彼女がPVSになった原因は、正確なところはどの資料を読んでもよく分

からないが、おおよそ以下のような事情であったらしい。彼女はニュージャ

ージー州在住だったが、友達とフロリダに遊びに行き、水着を着る計画をた

てていたので、ダイエットのために数日間あまり食べないまま、V田i如とい

う抗不安薬を服用し続けていたらしい。その後、1975年4月14日、友達同

士のパーティでジントニックを数杯飲んだとされている。そこで突然倒れて

自宅に運ばれる。どうも呼吸をしていないということで、素人が人工呼吸を

試みるが効果なく、無呼吸状態が少なくとも15~30分ネ呈度続いたらしい。こ

れで相当脳にダメージを受けたと思われる。結局翌15日深夜、地元の病院に

運び込まれるが、その後PVSと診断される。

彼女は徐々に胎児のような姿勢になっていく。最初に諦めたのは母であり、

事故から1力月半1糸の6月初め、娘から呼吸器を外すべき時だと考え、いっ

も行っているカトリックの教会に相談した。すると神父は、「カトリックは人

事故から延命治療中断の要請まで
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命の延命は絶対的義務ではないとする」と答えた。この背景には、1957年に

ローマ法王ピウス12世が麻酔学者の前で講演し、「医師はただ通常の手段を

使うととを義務づけられているだけであり、現代の呼吸器などの延命装置は

自然過程に介入する通常以上(extraordi始ry)の手段である」と述べたこと

がある。

母の芳えにしたがって父もついに諦め、呼吸器角早除の決断をする。そこで

事故から約3力月後の7月31日、両親は病院イ則に対して、すべての「通常以

上の医療手段」を解除するように要請した。当時36 歳の主治医モース医師

Φr.M0玲.)は神経学者であった。彼は最初電話で呼吸器"¥除の要請を受けた

時点では承諾するが、ヒポクラテスの誓いとの間の棚語を感じ、また明らか

に死の割助になるため殺人罪を適用される可能性があるという法的問題にも

直面し、 8月2日になって両親に同意できない旨の翫舌をする。

2.2

病院倶仂喝呼吸器"¥除を拒否された両親は、自分たちで当時30歳の法律家

アームストロング(pau] Armstrong)を雇い、ニュージャージー州検認戡判所

に提訴する。割牛は世間の注目を集め、個別亨郡列を離れて<生きる権利>と

<尊厳をもって死ぬ権利>との間の闘争を象徴するものになった。医師側の

弁護士ポーチオ(R飢Php0比io)は、「もし呼吸器を外してカレンを死なせれば、

それはあたかもナチス同様にカレンをガス室に送るようなものだ」と主張し

た。それに対して両親側の弁護士アームストロングは、カレンのことを「無

慈悲な医療技術のために、自然な人生の終わりを迎えることを妨げられてい

る人」として反駁した。

呼吸器を外すことによって娘の死を求める両親の訴えには、法的な根拠は

ない。そこでアームストロングは、フェミニズム関係の中絶論争で1973年に

連邦裁におけるロウ対ウェイド判決で出されたプライバシー権も考慮に入れ

て論陣をはった。つまり、女性の中絶権をプライバシーとして認めるという

判決をふまえて、カレンの呼吸器を外,オ丁為は、たとえ命を失うことになっ

ても、それは彼女のプライバシー権の1つであると主張したのだ。

訴訟の経緯



両親但11は、呼吸器が通常以上の手段(extraordinarytreatm帥t)であること

を示すために、ニューヨークからコライン医師Φr. JU]iusKorein)を招き

証言させた。彼は大変なプロだったが、それがかえってあだになってしまっ

た。すなわち、彼の慎重で中立的な言い回しは、カレンの治療の残酷さを示

すためのものだったが、かえって彼自身の言葉が残酷な響きをもち、それは

病院イ則のモース医師を彼女の守護者にする雰囲気を持っていたのだ。という

のも、コラインは彼女のことを「まるで胎児様の姿勢をとり、目が連動しな

い。唇の音を立てる、噛む、顔をしかめる、歯ぎしりをする、なにか刺激が

あると口を大きく開く、目を見開く、あくびのような感じ、唾液を流し、舌

を前に突き出す運動などが観察される」と証言した。

われわれ一般の人間が考える「植物状態」とは「静かに横たわっている」

イメージがあるが、カレンの場合はとてもそういう状態ではなく、むしろ活

発に動いている感じがある。ともあれコライン医師の証言は、カレンのこと

を、生きてはいるのだが「人間」のようにではなく、あたかも「生ける屍」

というイメージを与えるのに十分であった。母親は「私は母として、いまの

カレンの状態は、本来の彼女ならそうは望まないようなものだろうというこ

とがわかる」と訴え、両親側の弁護士は「死をいわば顎すことができるとい

う唯物論的な信念のために、生きた犠牲として捧げられることほど、人を卑

しめることがあるでしょうか」と訴えた。

3力月の審理を経て、1975年Ⅱ月10日、第一審の判決が下り両親の訴え

は却下された(余談になるが、興味深いことに裁判官は第一審も第二審もいっ

さいカレンを見ず、両方の弁護士の言葉で判断する方法をとった)。このとき

の理由は「カレンがもっている最も重要な特質は生命である。つまり、彼女

がどういう状態で生きているかが問題ではなく、生きていること自体が重要

なのである。この法廷は、彼女からその生命を奪うことを認可できない」と

いうものであった。カレンが事故以前にそれとなく言及していた、そんな状

態では生きていたくないという両親の証言も、i正拠能力がないとして採用さ

れなかった。同年Ⅱ月17日、アームストロングはニュージャージー州の最

高裁に控訴した。

「同時代の」カレンは不可視の物言わぬ少女であり、メディアへの大量暴露
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にもかかわらず、わずか4枚の写真しかなかった。しかもその中でも、笑顔

のない、将来に向け緊張したような高校"寺イ弌の写真が最も頻繁に流れていた。

1975年から76年の冬にかけて、彼女の顎は萎縮し始め、上の歯が下唇をそ

のまま噛むような感じになり時々出血した。目覚めると口を開け閉めして顔

をしかめ、頭はくるくる回り、まるで自分に差し込まれている管と闘ってい

るような感じだった。これは円民れる森の美女」の佳惨昔した現代版であった

が、物語と異なるのは、いかなるハッビーエンドもない点であった。1976年

1月には、彼女を主題にした詩まで読まれた。

その後、 3 力月後の 1976年3月31日に州最高裁の判決が下される。これ

は一言で言えば逆転判決で両親側の勝訴であった。判決は両親の訴えを認め、

まず医師の侵襲に対するプライバシー権を認めた。一審の判事は生か死かが

重要であるとしたが、州最高裁の判断は異なり、現代医学は、生と死の間の

黄昏の領域を扱わざるをえないとした。すなわち、カレンの状態は死に至る

長い過程(dyingas a ptocess)としてとらえなければならないことを示唆し

た。

興味深いことに判決文では、「もし、なにかの奇跡が起きて、カレンが一瞬

意識を取り戻したとすれば、彼女は自分の状態を好ましいものとは思わず、

その中断を望むだろうと推測される」と仮定している。そして訴えられるの

を恐れて治療をネ佳続するのは不適切であるとして、それを防ぐための制度的

基盤を提案している。それは、病院が医師、ソーシャノレワーカー、弁護士、

神学者などからなる倫理委員会のような制度的整備をすすめることを提案す

るものであった。

2.3

前記のように、州最高裁の判決は、人間はただ生きているだけではなく、

認識能力や知識のある生(cognitiveandsapi.nt Hfe)が重要であるとした。

その結果、叩及器は外されるとととなった。

しかし不思議なことに、呼L離れ」現象が生じる。判決後「死ぬはずだった」

カレンであったが、その間に医師たちは彼女に「乳寓卸」をさせていた。す

二度目の死



なわち何日間か、呼吸器の管を外した間、医師たちがその傍にたっており、

中及が苦しそうなときにはそれをつけてやるということを繰り返してぃたの

である。その結果、初めは1時間程度であった自力叩及だが、徐々にその時

間は長くなっていった。そこで彼女はICUを出て個室に移され、鼻孔から

栄養管、勝胱にはカテーテル、そして心臓と叩及のモニター付きという状態

となった。モース医師らは裁判では負けたのだが、1CUで勝ったのである。

両親は狼狽し、彼女を即rsingh0鵬に転院させようとしたが、 PVS患者

を受け入れてくれる施設を見つけるのはきわめて困難であった。22院に断ら

れ、ついに1つの施設を見つけるが、次は群がるマスコミを逃れる算段をす

る必要があり、ある6月の夜、彼女をこっそり運び出した。また両親は 40

マイル離れた小さな家に引っ越し、毎日定期的に彼女のもとを訪れた。病室

では小さなラジオをいつもかけておき、髪をとかし、額を軽く叩き、頬にキ

スをした。またサイモンとガーファンクルのような、カレンが好きだった音

楽をかけることもあったという。

この時期以降、カレンの物語は起伏を失う。その後9年間、彼女はこのま

まの状態で生き続けた。そして1985年6月Ⅱ日、当時すでに31歳になって

いた彼女は、肺炎で死亡した。彼女の死は「二番目の死」 aod0醐ie鵬"ort)

として大きく報道された。

カレンのケースは<死の権利>論の成熟に当たっての画期的事件であった

と同時に、その法廷論争における対立する多くの考え方には、 PVSが孕む

論点の本質的な問題がほぼ出つくしている、と私は思う。
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3 その後の代表的な関連症例

ここで、いったんカレンのケースから離れて、その後の代表的な関連症例

を見てみよう。ただしここでは、たとえばある種のALS(筋萎縮性側索硬化

症)患者やエホバの証人などのように>患者の肉体的状態が悪くても自律的で

合理的な判断が下せる場合、あるいは自分で延命治療を拒否するような事例

は、この対象から外す。つまりあくまでも、自律的意志表明が精神活動状態

の不明さのために、その時点でできない、またはできにくい患者の事例群が
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対象である。なお、これらはいずれも海外での事例である細本でももちろん

PVSの問題はあるが、さまざまな文化的要因から、ごくわずかし力縣争に

ならない。したがって、ある時点で叩及器を外すかどうかの判断をめぐる論

争については日本ではほとんど事例がなく、ここで取り上げることはできな

い)。

3.1

サイケヴィッチ(JOS即hsaik脚icz)は当時67歳の頑強な男性であったが、

IQI0で精神年齢は3歳弱という特性があった。48年間も施設に収容された

後、非常に予後の悪い白血病と診断された。

問題は化学療法を行うべきか否かであった。通常は本人の合意のもとに化

学療法を行なえば、余命が若干でも延びることが期待できる。しかしサイケ

ヴィッチの場合は、まず自分が白血病であることが理解できないし、苦しい

化学療法に耐えられるかどうかも疑問であった。医師団は、彼が理解不能な

治療を受けることは彼にとっては拷問であり抵抗するはずだとして、延命を

はからないことが患者の最善の利益と判断した。

この判断の是非をめぐって裁判になったが、彼自身は係争中に肺炎で死亡

してしまった。だがこのケースは、延命治療を自己決定能力のない人間に行

うべきか否かという重い問いかけを残した。またこういう問題には必ず取り

上げられる有名な症伊」となった。

サイケヴィッチ症例(1976-7刀

3.2

フォックス(Brother Joseph FO×)は83歳のカトリック系男性であったが、

1979年、ヘルニアの手術中、心停止からくる脳酸素欠乏が原因でPVSと診

断される。神父はそれを告げられ、装置を外すように求めるが、病院は裁判

所の許可が必要であるとして拒否する。その後裁判になり、80年1月にフォ

ツクス自身は死んでしまうが、係争は続いた。

81年3月、ニューヨーク州最高裁は「もし前もっての意見があるなら、延

フォックス症例(1979-81)



命治療拒否は>患者が無能力になっても失効することはない」とした。つま

り、事前に本人の意志表明がなされていれぱ叩及器取り外しが殺人だという

ことはないと判断したのである。ただ今後は、明確にその意志を記述した証

拠書類(clear and convincing evidence)が'1、要であるとした。

3.3

ランディ(F玲ncis Landy)は 1981年4月、入院2日後に呼吸が止まり叩及

器をつけられるが、脳障害等もあり末期状態と診断される。妻は医師に、1975

年4月に2人の承認のもとに署名済みの遺言書を渡し、延命治療の中断を求

めた。だが病院イ則は病院の責任論から、裁判所に治療行為の継続を求めた。

この場合もランディは公聴会の前に死亡するが、重要なケースなので継紗、

して審議された。その結果、下級審も控訴院も患者の意向を重視する決定を

下した。すなわち人生最後の段階ではPVSであっても、それ以前に明確な

意志を残していれぱ、それが有効であると判断したのである。ちなみに日本

の場合、たとえ延命治療を拒否する意志を残していても、それには法的な効

力はない。

問題は、このようなりビング・ウィルが明確に存在する患者の場合でも、

法廷に指定された後見人(この場合は妻)が、法廷に中断の伺いを立てなけれ

ぱならないのかであった。これに対する最高裁の判断は、無能力であろうが

なかろうが、末期患者は能力患者と同じ治療拒否権をもつという理由で、そ

の必要はないというものであった。
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ランディ症例(1981)
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3.4

リーチ(EdnaMarieLeach)は70歳のとき、AL Sから人事不省状態になる。

1980年7月から装置につながれて改善しないまま、 4力月が経過する。同年

10月、夫は彼女の機械を外すことを求めたが、主治医は中断は裁判所命令に

よる場合だけ可能であるとして拒否する。夫は、延命治療中止の命令を受け

るために提訴した。そして審議の結果、彼女はそのような状態での延命は拒

否していたと判断され、81年1月、装置の抜き取りが行わ才し彼女は死亡した。

リーチ症例(1980-82)
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その後82年7月になって、夫と2人の子どもたちは、夫人の命が無駄に、

かつ望まない努力のなかで引き延ばされたことは夫人への侵害であるとして、

主治医と病院を提訴した。オハイオ州下級審は、このようなタイプの提訴に

は法的基盤がないとして、それを受け入れなかった。だが、控訴院はその判

断を覆し、同意されない非堅急の処置は一種の傷害罪に当たるとする、驚く

べき判断をする。医師が延命のために行なう治療行為が、場合によっては当

人への傷害に当たると判断されたわけである。

3.5

コンロイ(clairec0址oy)は85歳女性で、高血圧、心臓病、糖尿病などの

持病があり、基本的には意識は清明ではなかったが、 PVSまでの状態では

なかった。1983年、(呼吸器ではなく)経管栄養管を取り外すように甥が要請

するが、これは患者の餓死につながるとして、当然ながら病影引則は拒否する。

その内に彼女は死亡してしまうのだがオ凱こ裁判となり法的判断が下される。

ニュージャージー艸1の下級審は、経管栄養抜き取りを支持するが、控訴審

は不支持とし、ふたたび州最高裁で逆転支持の判決が出される。このように

司法の判断も非常に揺れたケースである。

この症例は、全国の注目を集めた高名なものの1つとなった。患者が治療

でなんらメリットをえられていないことが明らかな場合、経管栄養をやめる

ことは積極的安楽死にはならないという含意があった。そしてこの係争の過

程で、経管栄養は慢性的な病気の患者から引き抜くこともできる医学的処置

である、ということが最初に認められた。つまり1980年代半ばになって、経

管栄養で水分や栄養分を摂取することは食行為ではなく、医療行為と見なさ

れるようになったわけである。

コンロイ症例(1983-85)

3.6

ブロフィー(paulBrophy)は 46歳の消防士であったが、 1983年3月に脳内

出血で倒れ、同年7月 PVSと診断される。 2年後の85年2月、妻は健康時

ブロフィー症例(1986)



の夫の言葉に基づいて、経管栄養中断を要請する。86年9月にマサチューセ

ツツ州最高裁は、まだ植物状態にある間に経管栄養遮断を認めた初の判決を

下した。

判決文は「延命治療は人間性を守るべきものであるが、 PVSの延命治療

によって身体的な生命をただ引き延ぱすことは、人間性を殿損するものであ

る」('-the burden of maintaining the corporeal existence degrades the

Very humanity it was meant to save)と元芯"丈、 P V S 1ネ,へ昆,ヨ小生を里斐1員,ーるこ

とを法的判断として認めた。同年10月、妻は夫を転院させ、経管栄養のうち

食物分を外した結果、 8日目に彼は死亡した。
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3.フ

クノレーザン(Nancycruzan)は 1983年1月 H e、当時25歳で交通事故にあ

い植物状態となる。事故から1年後、夫は離婚を申し出、両親が法的な保護

者になる。87年、両親は経管栄養を外すように求めたが、病剛則の拒否に伴

い提訴する。両親側はかつて活発であった彼女の奔放なアイデンティティは

永久に失われたと主張し、またそんな状態では生きたくないというナンシー

の以前の言葉も付け加え、検認裁判所も納得した。

病剛則の控訴の末、88年Ⅱ月にミズーリ州最高裁は逆転判決を下した。

治療中断のためにはりビング・ウィルか、明確な意志表示のi正拠(cle紅 and

0ON血dng 剖id印0.)が必要とした。ところがそれに対して多くのバイオエ

シツクス関係者は、それは実質的に無能力患者の治療中断を不可能にすると

して、その判決を非難した。

この事件がなぜ有名かと言えぱ、1990年、こうした裁判の中で初めて、州

の最高裁ではなく連邦最高裁にまで判断が持ち込まれたからだ。だが、アメ

り力では連邦最高裁は州最高裁の判断にあまり干渉しない慣例があるらしく、

「もっとよく調べて、i正拠がある場合には中断してもよいのではないか」と

いう判断を下しただけであった。だがその後、彼女の意志を確認する新たな

証言が出てきてi正拠と見なされ、90年12月14日、栄養管は合法的に抜き取

られ、彼女は死亡した。

クルーザン症例(1990)

37
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このとき少数派の判断ではあったが、連邦最高裁のブレナン判事は「延命

治療を終わらせないということは、患者が望まない治療を受けなくても良い

という権利を、その患者から奪うことである。その場合、劣化した存在様式

が継続し、家族の苦しみは引き延ぱされ>患者が元気な頃に残した思い出は

徐々に歪められてぃく」と主張した。つまりPVS患者にとって、延命は有

益、中立のいずれでもなく、かえって有害なのだということを明示する判断

であり、連邦最高裁判事の判断という意味できわめて重いものであった。

3.8

これはイギリスの症例であるが、ブラント(Tony剖and)は 17歳当時の 1989

年4月15日、サッカースタジアムでの事故の結果、 PVSと診断される。92

年、医師団はこれ以上の延命は無益であると老えて、裁判所に経管栄養中断

の可能性を打診した。裁判所は、 PVS状態は哀れで侮蔑的であり、また患

者自身にいかなる利益ももたらさないと考えて、延命治療中断を了承した。

トニーは93年3月、経管栄養が外されてから9日後に死亡した。

ブラント症例

4 PVS問題についての私的結論

4.1

以下、 PVS問題について、私なりの結論を引き出しておきたい。

まず総括に向けたPVSの前提的確認をしておこう。現在PVS患者の処

遇にっいては、どんな状態でも生きていることが最高の価値という延命至上

主義的なSOL (sanctity of Life)的考え方は、少なくともアメリカではま

すます維持が困難になっていると考えざるを得ない。この種の話題では、単

純に「アメリカに倣え」式の立論をすることは無意味だが、にもかかわらず、

「死および死に至る過程」(doathanddying)に関する彼らの議論の蓄積を分

析することは有用である。

日本では神道の影響もあるのかもしれないが、死について、ケガレという

意識が強く、また公共の話題として出さない傾向が強い。もっとも脳死につ

P>S問題にあたっての総括的前提



いては非常によく議論され、資料の蓄積も世界的にも突出してぃるが、その

一歩手前とも言うべきPVSについてはほとんど係争も議論もない。それに

対してアメリカでは、少なくともこの十数年、 PVSにっいては論議の文寸象

にな明彭大な資料の蓄積がある。

以上をふまえて、PVSに限って上記の多様な議論を私なりに総キ舌すれば、

それは「生の最後の煌めき」というよりは、現代医療が生み出した、技術媒

介的で特殊な形態をもっ「すでに始まっている死の過程の引き延ばし」であ

るという位置づけをすることが許されるように思える。

PVS患者の姿から、それ以前のその人の生活を連想させるのは困難であ

る。また多くの医者は、脳の皮質が死んでいる状態なので当人には苦痛はな

いと言うが、医者の中には、脳幹が生きているのだから漠然とした苦痛様の

ものが絶対にないとは言えないとの意見をもっものもいる。後者の意見が正

しいとすれぱ、まず当人が苦しい可能陛がある。そのことも考慮する必要が

あるだろう。

以上から、私の判断の根拠として、以下の点を確認しておきたい。

・患者当人に苦痛様のものが残っている可能性がある。

・i丘親者や友人の当人の思い出が殿損される。

'私の立論には、医療経済的観点は二次的にしか利いてこない。しかし二

次的とはいえ医療経済的観点も看過できない。

'背後に通底するパーソン論の含意がある。パーソン論とは、自立的.自

発的な個人を重視する考え方であるが、もともと中絶を正当化するため

に出てきた考え方であり、新生児、障害者、高齢者などの周辺化にっな

がるとして危険視される倶1面もある。だが、その含意の本質は重要であ

り、広義のQOL的な視点を完全に無視することはできない。
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4.2

こうしたテーマの展開にあたって問題になるのが、<滑り坂の論理>、すな

わち1つを認めたら次々に認めざるをえないという論理である。

たとえばそれに関連して、1920年に、ビンディングとホッフ工は、その著

<滑り坂の論理>への眼差しと拒否
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書の中で「生きるに値しない生命は殺してもよい」としたが、この考え方の

中には2つの問いかけがある。 1つは、この世の中に生きるに値しない生命

があるのかということ。そしてもう1つは、仮に生きるに値しない生命があ

るとして、それを殺してもいいのかということである。この著書においては、

その答えは、両方ともイェスである。では1920年代当時、誰が「生きるに値

しない生命」と見なされていたのか。それは、回復の見込みのない末期患者、

重度の知的障害者などであり、それを後にヒットラーが読み、ナチスの精神

障害者排除やホロコーストにつながったとされる。

<滑り坂の論理>に従えば、 PVS問題への対応は、このような20世紀前

半の歴史の暗い過去の再現になるのではないかという危恨がある。言うまで

もなく、それに対して警戒的で慎重なスタンスをとることは重要だが、それ

はいかなるPVS症例においても、絶対的延命措置を取り続けることが最善

だという考え方を支持するものではない

弁護士のスミス(W郎1町 S血th)は安楽死反対運動の展開者でもあるが、

"culture ofDeoth"(2000年)と警鐘を鳴らしている。すなわち、カレンの

場合は呼吸器を外すかどうかが議論の文豫であったはずなのに、しだいに経

管栄養に対象が移ったり、あるいは当初はPVSだけが対象であったのに、

そのうちPVSに近い症状にまで適用することを検言寸するようになったとし

て、しだいに「死を早める文化」になりつつぁる点を鋭く批判した。たしか

に彼の論理には一定の説得力がある。

このように q骨り坂の論理>は、ある事柄を認めれば、それと同傾向の事

柄もなし崩し的に認めるようになる危険性を内包する論理として、さまざま

な場面でしぱしば用いられるが、よく考えてみると奇妙な論理である。とい

うのもそれは、ある事象について判断が行われるとき、そこに付随している

個別的状況を無視し、その事象を抽象化した上で、ある類似点だけをことさ

らに抽出して「同傾向のこと」に結びつけるという「機械性」を帯びている

からである。その意味で<滑り坂の論理>は、きわめて機械的な論理である

と思う。したがって、そうそう簡単に認めるわけにはいかない、というのが

私の立場である。



具体的に言うなら、あるPVS患者の延命を断念することから、 PVS患

者一般の延命治療拒否を導き出し、それをさらに積極的安楽死、さらには重

症障害者の冷遇へと話を拡大していく、という<滑り坂の論理>お得意の議

論に説得されないようにするということである。この論理はさまざまな局面

で使われるが、「~にっながる」というレトリックがもっ欺臓性にそろそろわ

れわれも気づくべきだ。たとえば上記の事例は、それぞれに位相や状況を異

にする問題群なのであり、重症障害者への冷遇を回避するために、個別のP

VS患者の延命中断を留保するというのは、まるでおかしな議論仕立てにな

つている、ということをわれわれは早く自覚すべきだ。
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4.3.個別の状況的差異の見きわめ

したがって、仮に個別のPVS患者の延命治療中断の決断に至るとしても、

たとえば下記のような家族との関係のチ呈度を見極める必要がある。そして「状

況的差異」に基づいて、判断自体を変える可能性を残しておくことが重要で
ある。

1

41

きわめて深い愛情をもって看護し、数年を経た段階で配偶者等の状態

を見かねた上での判断

あまり愛情を持たずに、「やっかい払い」的な意図から与えられる判断

初めは愛情いっぱいでも、長い看護から来る疲労的な判断、投げやり

的な判断

だから、先に私がゆVS患者は死の過程に踏み込んでぃる」と述べたこ

と自体が一般的言明にすぎないわけで、個別のPVS患者一人一人の処遇に

ついては個別の状況論的位置づけが不可欠ということになる。すなわち U亰

理>が「死の過程論」だとしても、それをそのまま機械的に個別事仏ιに適用

してはならない。こうした判断は、個別的状況に基づくカズィスチカ

(casuistico)的なものでしかありえない。

ちなみにカズィスチカとは、人間は「人を殺してはいけない」「借りたもの

2
 
3
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は返さなくてはならない」などの道徳的・倫理的な原理原則をもっが、複雑

化した社会においては個別事伊Ⅱこはいろいろな状況があり、われわれの倫理

的判断は社会の中で行なわれるため、普遍原理を個別事例にどう適用するか

という場合の判断基準ととらえることができる。もちろん人間は人を殺して

はいけない。しかしPVSになった場合は、カズィスチカ的に状況に応じて

結果的に殺す決断もしなければならないかもしれない。このようにカズィス

チカは、倫理的な大原則と個別事例をっなぎ、個別事例の倫理的な判断を導

くための技法とも言えよう。

もちろん今後、この問題にっいての制度的基盤の劉肯・拡充は不可欠であ

る。日本でも、りビング・ウィルが法的根拠として認められるような法律を

作るべきだろう。それを前提にした上での私の織命は「カズィスチカ的な縛

りを与えることによって、なし崩し的な拡張判断を防ぐ、という女全升を立

ち上げながら、医学的統計上、蘇生可能性のきわめて低いPVS患者がその

状態のまま一定期間(たとえぱ2年)を過ぎたら、延命治療中断に際しては、

親族、医師などによる倫理委員会を設置し、そこで治療中断を1つの可能性

として明示すべきだ」ということだ。

つまり延命治療の中断を1つの可能性として明示して、そこで議論すべき

だということであり、そのことと延命治療中断の法制化とはまったく意味が

違う。これは延命を絶対視する必要はないのではないかといケ慎ましやかな

判断ではあるが、生命倫理学的枠組みのなかで仕事をする私が、このような

考え方を明示することにはそれなりの意味があると思う。

アメリカでは、 PVS患者を準・脳死体扱いして臓器移植の文寸象にしても

よいのではないかとの議論まで出ている。日本はアメリカに倣う必要はまっ

たくなく、私もこれには絶対反対である。

4.4.死一般の問題史のなかでの位置づけ

PVS患者の処遇にっいての私の判断の傾向から、末期患者一般の処遇、

重症障害新生児への選択的治掬亭止問題の考え方、安楽死に対する考え方な

どへ類推を働かせてはならない。これまで述べてきたことはあくまでもPV



S患者に対しての意見であり、それを一般化することはできない。ただそれ

は、たとえば「重症障害新生児の選択的治劉亭止問題でもSOL的視点はと

らない」という判断を私がもっているわけではない、ということではない。

禾厶は、 S O L (sanctity of Life)的考え方より QO L (Quality of Life)的考

え方をとる。

アメリカの場合、PVS問題については1990年前後にほぼ決着がっいてぃ

る。つまりPVS問題(治療中止・消極的安楽死)が最終決着しているとい

うわけではないにしろ、論争の焦点は「医師による自殺割助」または自発的.

積極的安楽死問題に移動している。

たとえば、ある女陛がアルツハイマー型痴呆の初期症状を示したとき安楽

死を望んで、医師キヴォーキアンに依頼したところ、彼は塩化カリウムを挿

入する装置を作り彼女に提ι辻した。医師が塩化カリウムを注射すれば殺人罪

になるので、その装置のスィッチを本人の意志で入れさせ、医師はそれに立

ち会ったのである。これは、医師に助けられた自殺である。またデレク .ノ＼

ンフリーのへムロック協会(1980~)という安楽死協会が設立されたり、オ

レゴン州やオランダで尊厳死法が成立したりする動きも出てきている。

繰り返しになるが、日本の場合、こうした問題に対して法制化はもちろん、

議論の蓄積がほとんどない。死一般に対する安楽死議論はほとんどなされて

いないのが実晴である。
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<質疑応答>

■PVSをめぐる欧米と日本の事情の差

カレンの裁判で、裁判官が実際にカレンを見ようとしなかったのはなぜ

か。

金森カレンの場合以外のケースは調べていないので推測だが、裁判官は意

外と患者を見ていないのではないか。実際に見たほうが正確な判断が下

されると思えるので、一見不思議な気がするが、逆に見ることによって
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判断が偏るとおそれているのかもしれない。カレンの場合の「患者を見

ない」という裁判官の判断が、その後のモデルになった可育断生もある。

医師の職責感と、本人を早く楽にしてやりたいという家族の感情の対立

は、安楽死問題にどのような影響を与えるか。

金森医療の現場では、何らかの原因で脳に酸素が行かない状態になっても、

きわめて早い時期に治療したら、PVSにならず治る患者が増えている。

それは完全に医学の進歩だ。私が問題にしているのは、それにもかかわ

らず、その後不幸にしてPVS状態になった人のことだ。先に私はその

期間は2年と述べた。もちろん医者ではないので正確なところは判断で

きないが、いろいろ調べた中では2年は一定の根拠のある数字だと思う。

この期間PVSが続いた後に蘇生する可育断生はきわめて低い。いずれに

しても、これからも医学的な努力は当然の前提として行なわれる。それ

が不幸にしてうまくいかなくなった場合にどうするか、という問題だ。

「科学と社会とのかかわり」という観点から見た場合、この問題の位置

づけは。

金森私が医者でなくてもこういう問題についてなぜしゃべれるかと言えば、

これは明らかに純粋に医学内部に留まり続けるタイプの問題ではない

からだ。医学的な判断では、2年過ぎたら蘇生率が低下することは指摘

できるが、それからどうするかは、医学の先の問題だ。先に医療経済の

問題にっいてふれたが、実はこれは大事な要因で、治易佳続には非常に

お金がかかる。PVS患者を何人力叡えば病院経営が成り立つという意

味で、患者をネガティブな医療資源としてとらえる実態もないわけでは

ない。そういうことも含めて、延命治療中断を瓣孕に医学的判断だけで

考えるのではなく、違う観点から議論せざるをえない。瓣孕に法律の問

題でもなく、社会や文化の問題である。

既存の法律の体系内では扱えないテーマということか。



金森そうだ、既存の法律体系では扱えない。アメリカでは>患者の自己決定

権法があるため、りビング・ウィノレは法的な有効性をもっている。日本

でも、せめて自己決定権法のように患者の意志を明確に伝えられる法律

が必要だと思う。日本でも、インフォームド・コンセントという言葉が

知られるようにはなっているが、基本的にはまだ医者まかせであり、こ

の問題が係争になることも少ない。実際、近親者がPVS患者になった

場合、治療を中断してほしいとはなかなか言えないのではないか。

医師の職業的倫理、キリスト教の自殺を禁止する精神的風士と、アメリ

力の意志決定における個としての自立陛の関係はどうか。
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金森この問題に当然神学者の関与はあるが、いちがいには言えない。すでに

50年以上前の 1950年代に口ーマ法王は、「通常の医療手段」と「通常

以上の医療手段」に分けたが、「通常の医療」の判断は、カトリックだ

からころころ変わらない。少なくともカトリックでは、やむをえない場

合はSOL的判断はとらないと結論づけている。

■りビング・ウィルに関する法的整備を
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昔なら死ぬ事故でも、現代医学では「通常以上の医療手段」で蕪生する

可能性もある。

金森事故で現代医療の粋をっくして蕪生するのは、医療の一環だろう。それ

は、もちろんどんどんやるべきだと思う。蘇生する症例が増えてくれば、

PVSについての判断も見直されてくるかもしれないが、その症例はき

わめて少ない。ただし考えさせられる事例もある。たとえば長期間PV

S状態であったが、あるとき突然意識が戻り数時間家族と会話した後、

死んだ例もある。あたかも家族に別れの挨拶をするために戻ってきたと

しか思えない。とにかく、いろいろなケースがあるから、いちがいには

言えない。 PVSの場合、治療中断を1つの可能性として明示すべきだ

ということは、治療の停止という意味で消極的な安楽死であるが、手厶は

場合によってはそれは認められると思う。ただし、積極的な安楽死には
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反対だ。両者は全然違うものだ。

脳死に関しての議論は多いということだが、そこにPVSの議論力泌且み

込まれることはないのか。

金森日本の脳死議論の中にPVSが組み込まれることはありえないと思う。

脳死とPVSは峻男i1して考えるべきだ。しかし、大衆的な混同はあるか

もしれない。一般の人が脳死と植物状態との違いをきちんと説明できる

かどうか疑わしいが、両者はきちんと区別して議論する必要がある。

たとえばALS(筋萎縮性側索硬化症)のように、まちがいなく生きてい

るが、しだいに筋肉の力が失われ、意志の伝達ができなくなった場合、

以前りビング・ウィノレを言明していたとしても有効だろうか。

金森それはりビング・ウィルについての重要な論点の1つだ。以前健康なと

きに延命治療を拒否する決断をしていたとしても、現時点でどう、思うか

という問題はありうる。ただ以前そう言明していたことは事実なのだか

ら、そこまで言い出して、りビング・ウィルの法的効力を認めないより

は^仮に現在の認識とは異なる危険性があるとしても^リビン

グ・ウィルを認める方向のほうが、最終的に本人の気持ちを保護する社

会になると思う。あまりに完壁さを求めると、かえって基礎的な基盤づ

くりを崩してしまう危険性がある。ALSの末期状態がどんな症状か詳

しくないが、運動機能が低下していくものの、精神状態は清明に残るの

ではないか。症状はゆっくり進行するから、最終的な状態になる以前、

初期の段階で本人の意志を聞いておくことが一番大事だろう。

日本の場合、共同体志向が強いので、だからこそ当人の意志があるなら、

その判断を社会が保護すべきだ才"才日本のような社会で自己決定批判

をするのはポイントがずれていると思っている小患者が自分の死に方を

決める気持ちは、当人の人生観の一部だから大事にしたい。

本人の意志はわからないし、家族も延命を望んでいない場合、社会のサ

ポートが必要になるだろう。



金森たとえぱ経済的サポートの問題がある。海外では何十年も生きてぃる患

者がいる。家族だけで経済的にサポートするのはまず無理だ。社会が延

命治療の中断が殺人であるという考え方をするのであれば、少なくとも

経済的に患者の家族をサポートする必、要がある。はたして社会がそこま

でするかどうか。それは社会が決断することだ。
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人間の生命は一度失われたら、どんな手段をつくしても再生させること

はできないのだから、医師は、生命の危機に瀕している患者に対して最

大限の延命の義務をはらう必要があると思うが。

金森私は二度、1CUの専門医の前でこの話をしたことがある。一度目は水

をうったようにシーンとした。びっくりしたらしい。二度目は、倫理学

者もいたが、出てきた意見は、医者としてはいかなる場合も患者の救命

を使命感とする、というものだった。もちろんそういう医者も多いが、

黙っている医者の意見はそうではなかったかもしれない。すでに死の過

程に入っており、残念ながら生きているとは見なされない患者まで、死

ぬまでの時間を長くさせられていることがいいかどうか。医者も一枚岩

ではない。今の医学では、最後の数力月を延命させることは技術的に可

能だが、それが当人にとって望ましいことなのかどうか考える必要があ

る。
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■「生きている」ことより、「どう生きるか」を重視

金森さんはこの問題について自分の意見をもっているが、その根拠は自

分の信念か。

金森自分の信念もある。自分自身、もしPVSになったら延命を拒否する。

それだけではなく、パーソン論のように、われわれの倫理的な判断の根

源は、生きているかどうかではなく、どう生きるかというところにある

と考えている。人間の文化はそういうものだと思う。生きてぃるか死ん

でいるかではなく、なぜ生きるか、どう生きるかを重視する。それがP

VSなど現代医療の場で問われる問題になっている。
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専門家の役割に関してだが、原発にしても専門家だけでは危ないので市

民の合意が必要になる。死も個人の問題より社会の問題であり、その中

で医師のような専門家と人々の関係はどうあるべきか。

金森死の問題は最終的には一人一人の問題であり、死の専門家はいない。た

だ「死に関する知識」の専門家はいる。この問題に関しては専門家と素

人という図式は無理だろう。だから、法律的には患者の自己決定権の法

律を市民の合意のもとに作るべきだが、そのことと一人一人が自分の死

を抱えてぃることとは、まったく水準の違う問題だ。つまり、法的整備

は必要だが、そのことと自分の死に方はまた別の問題なのだ。死はあま

りに人生の根源にある問題なので、最終的には法律は関係なくなる。原

発の安全問題と個人の死とは位相の違う問題だと思う。

個人がどう死にたいかは個人の問題だが、延命治療を受容するかどうか

は個人の問題ではなく社会の問題だろう。

金森繰り返しになるが>患者の自己決定権法は社会的合意が可能で社会の問

題と言える。そのことと個人の死生観に基づいてどう死ぬかということ

は、あまりにもレベルが違う問題だ。それは法律ではカバーできない。

もちろん法的に整備すべきことはすべきだが。

アメリカでは経済的な側面から、延命治療を拒否する気分が形成されて

いる。カレンの場合、経済的な問題はどうだったのか。

金森カレンの場合は、経済的な問題はない。彼女の場合は保険があり、かな

りのお金が治療に注がれていた。訴訟文を読むと、両親は「カレンが生

のより良い段階に糊テすることを許してほしい」という意味の主張をし

ている。カレンの場合は、背景に宗教的な概念が強くあったと思われる。

その後、彼女の父親は経管栄養も拒否して死亡したという。クルーザン

の場合は、その数年後に父親が自殺している。この問題については、誰

もがハッピーになることはありえない。延命治療を拒否しようが受け入

れようが、当然ながらみんな苦しむ。



自分で考えるのは個人の責任だと思うが、アリストテレスやプラトンは

どう考えたのだろうか。

金森昔から哲学は死についての考察でもあったから、さまざまな考え方があ

つたはずだ。ここ 150年くらいの医学は、人類史の中でも特殊だ。それ

以前の過去に、人間はどう死んでいったかを忘れている。もちろん昔の

人間のほうが、寿命が短く早く死Nユ。 200 午前は盲腸でも死んでいた。

しかし多くの人々は、神父や家族に見守られながら自宅で死んでいった。

われわれはそれよりはるかに長く生きられる。しかし人生の最終局面で、

彪、ずしも自分の望む死に方ができるとは限らない。どちらがいいか考え

させられる。
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